
犯 罪 統 計 細 則

昭 和 4 6 年 1 0 月 ６ 日
警 察 庁 訓 令 第 1 6 号

改正 昭4 7．５ 警察庁訓５号
昭5 3． 1 0 警察庁訓４号
昭6 3．９ 警察庁訓９号
平２． 1 2 警察庁訓７号
平４． 1 2 警察庁訓1 5号
平７．８ 警察庁訓８号
平1 2． 1 1 警察庁訓９号
平1 3． 1 2 警察庁訓1 6号
平 1 4．７ 警察庁訓９号

（趣旨）

第１条 この訓令は、犯罪統計規則（昭和 4 0年国家公安委員会規則第４号）に基

づき、犯罪統計の作成及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。

(1) 刑法犯 刑法（明治 4 0年法律第 4 5号）に規定する罪（道路上の交通事故に

係る第 2 0 8 条の２及び第 2 1 1 条第１項の罪を除く。）並びに爆発物取締罰則

（明治1 7年太政官布告第3 2号 )、決闘罪ニ関スル件（明治2 2年法律第3 4号）、

暴力行為等処罰ニ関スル法律（大正 1 5年法律第 6 0号）、盗犯等ノ防止及処分

ニ関スル法律（昭和５年法律第９号）、航空機の強取等の処罰に関する法律

（昭和4 5年法律第 6 8号 )、火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和 4 7年法

律第 1 7号）、航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律（昭和 4 9年

法律第 8 7号）、人質による強要行為等の処罰に関する法律（昭和 5 3年法律第

4 8号）、流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法（昭和 6 2年

法律第 1 0 3号 )、サリン等による人身被害の防止に関する法律（平成７年法律

第 7 8号）、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（平成 1 1

年法律第 1 3 6号 )、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関す

る法律（平成 1 2 年法律第 1 3 0 号）及び公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資

金の提供等の処罰に関する法律（平成 1 4年法律第 6 7号）に規定する罪をいう。

(2) 交通法令違反 道路交通法（昭和3 5年法律第1 0 5号 )に規定する罪並びに道

路運送法（昭和 2 6 年法律第 1 8 3 号）、道路運送車両法（昭和 2 6 年法律第 1 8 5

号 )、道路法（昭和2 7年法律第 1 8 0号）、自動車損害賠償保障法（昭和3 0年法

律第 9 7号）、高速自動車国道法（昭和3 2年法律第 7 9号）、駐車場法（昭和3 2

年法律第 1 0 6号 )、自動車の保管場所の確保等に関する法律（昭和 3 7年法律第



1 4 5 号 )、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別

措置法（昭和4 2年法律第1 3 1号 )、タクシー業務適正化臨時措置法（昭和4 5年

法律第 7 5号 )、貨物運送取扱事業法（平成元年法律第8 2号 )、貨物自動車運送

事業法（平成元年法律第 8 3号）、スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関す

る法律（平成２年法律第 5 5号）及び自動車運転代行業の業務の適正化に関す

る法律（平成1 3年法律第 5 7号）に規定する罪をいう。

(3) 特別法犯 刑法犯、道路上の交通事故に係る刑法第2 0 8条の２及び第2 1 1条

第１項の罪並びに交通法令違反以外の罪をいう。

(4) 認知 犯罪について、被害の届出若しくは告訴・告発を受理し、犯罪捜査

規範(昭和 3 2年国家公安委員会規則第２号)第 6 9条第１項若しくは第7 8条第１

項による事件の移送（以下「事件の移送」という。）を受け、又はその他の

端緒によりその発生を確認することをいう。ただし、事件を移送する場合を

除く。

(5) 検挙 犯罪について被疑者を特定し、送致・送付又は微罪処分に必要な捜

査を遂げることをいう。

(6) 解決 認知をした事件について、当該認知に係る犯罪が成立しないこと、

訴訟条件を欠くこと（公訴時効の完成の場合を除く。）又は処罰条件を欠く

ことが明らかになることをいう。

(7) 被害品回復 犯罪手口資料取扱細則（昭和 5 7年警察庁訓令第２号）別表第

２に規定する自動車盗、オートバイ盗又は自転車盗に係る事件について、当

該事件に係る自動車、オートバイ又は自転車を所有者若しくは占有者に還付

し若しくは仮還付し、又は所有者の依頼により処分することをいう。

（原票の種類）

第３条 犯罪統計原票（以下「原票」という。）の種類は、次のとおりとする。

(1) 事件票

ア 刑法犯認知票

イ 刑法犯検挙票

ウ 特別法犯検挙票

エ 交通事故事件認知・検挙票

オ ひき逃げ・あて逃げ事件検挙票

カ 交通法令違反事件検挙票

キ 押収物件票

(2) 被疑者票

ア 刑法犯成人票

イ 刑法犯少年票



ウ 特別法犯被疑者票

２ 原票の様式は、刑事局長が定める。

（事件票の作成）

第４条 事件票は、次に定めるところにより作成するものとする。

(1) 刑法犯認知票 刑法犯に関する被疑事件について認知をしたときに作成す

ること。

(2) 刑法犯検挙票 刑法犯に関する被疑事件について検挙（当該被疑事件が共

犯事件である場合にあっては、主たる被疑者に係る検挙。以下この項におい

て同じ。）若しくは解決又は被害品回復（以下「検挙等」という。）をした

ときに作成すること。

(3) 特別法犯検挙票 特別法犯に関する被疑事件について検挙をしたとき又は

警察行政上必要な処分をするための調査を終了したときに作成すること。

(4) 交通事故事件認知・検挙票 道路上の交通事故に係る刑法第 2 0 8条の２及び

第 2 1 1条第１項の罪に関する被疑事件について認知をしたとき及び検挙又は解

決をしたときに作成すること。

(5) ひき逃げ・あて逃げ事件検挙票 道路交通法第1 1 7条、第1 1 7条の３第１号

又は第 1 1 9 条第１項第 1 0号に規定する罪に関する被疑事件について検挙をし

たときに作成すること。

(6) 交通法令違反事件検挙票 交通法令違反に関する被疑事件について検挙を

したとき又は反則事件につき通告に必要な手続を終了したときに作成するこ

と。

(7) 押収物件票 犯罪の捜査に関し、刑事局長の指定する物件を押収したとき

に作成すること。

２ 事件票は、犯罪１件（刑法犯検挙票にあっては検挙等１件、押収物件票に

あっては刑事局長の定める基準による押収の数１つ）ごとに１枚作成するもの

とする。

（被疑者票の作成）

第５条 被疑者票は、次に定めるところにより、被疑者（法人を除く。以下同

じ。）１人ごとに、その者の犯した罪について１枚作成するものとする。この

場合において、被疑者が数罪を犯しているときは、法定刑が最も重い罪（法定

刑が最も重い罪が数個あるときは、その主たる罪）について作成するものとす

る。

(1) 刑法犯成人票 刑法犯を犯した成人の被疑者の被疑事件について検挙をし

たときに作成すること。

(2) 刑法犯少年票 刑法犯を犯した少年の被疑者の被疑事件について検挙をし



たときに作成すること。

(3) 特別法犯被疑者票 特別法犯を犯した成人又は少年の被疑者の被疑事件に

ついて検挙をしたときに作成すること。ただし、公職選挙法（昭和 2 5年法律

第 1 0 0号 )違反の被疑者につき投票期日後 9 0日を経過する日より前に被疑事件

について検挙をしたときは、投票期日後 9 0日を経過した日に作成すること。

２ 1 4歳に満たないで刑法犯又は特別法犯に当たる行為をした少年を補導したと

きは、前項第２号又は第３号の場合に準じて刑法犯少年票又は特別法犯被疑者

票を作成するものとする。

（犯罪件数の決定基準）

第６条 犯罪の件数は、被疑者の行為数によるものとする。ただし、次の各号に

掲げる場合は、当該各号に定めるところによる。

(1) 刑法第 5 4条第１項前段（いわゆる観念的競合）に該当する場合 法定刑が

最も重い罪につき１件とする。ただし、この場合において、刑法第２編第２

章、第５章又は第８章に規定する罪の法定刑が軽いときは、法定刑の重い罪

のほかにこれらの罪をも１件とし、刑法犯と特別法犯とが競合するときは、

各別に件数を定める。

(2) 刑法第 5 4条第１項後段（いわゆる牽連犯）に該当する場合 主たる罪につ

き１件とする。ただし、文書、有価証券又は印章の偽造に関する罪（変造及

び行使を含む。）を手段として窃盗、詐欺、横領又は背任の罪を犯したもの

であるときは、窃盗、詐欺、横領又は背任の罪と偽造に関する罪とを分け、

各別に件数を定める。

(3) 同一罪種に属する数行為について犯意及び結果に単一性が認められる場合

治安上の観点から１個の社会事象と認められる範囲において、包括して１

件とする。犯行の被害が数府県にわたる場合も同様とする。

２ 被疑者の行為数を知ることができないときは、被害届の数その他認知をした

事件の数によって犯罪の件数を定めるものとする。この場合においては、後に

前項の規定によれば異なった件数になることが明らかになったときにおいても、

件数の訂正は行わないものとする。

（原票の作成者）

第７条 原票の作成は、刑法犯認知票及び交通事故事件認知・検挙票については

当該事件を最初に取り扱った警察官が、その他の原票については当該事件の主

たる処理を行った警察官（被害品回復に係る刑法犯検挙票にあっては、当該被

害品回復の手続をした警察官）がこれを行うものとする。

（原票の審査等）

第８条 警視総監、道府県警察本部長又は方面本部長（以下「警察本部長等」と



いう。）は、原票の作成数及びその内容に誤りがないようにするため、警視庁、

道府県警察本部又は方面本部（以下「警察本部等」という。）及び警察署にお

ける当該事件の主管課（係）及び犯罪統計主管課（係）による審査その他必要

な措置を講じなければならない。

２ 第４条第１項第３号から第７号まで又は第５条第１項第３号の規定によって

作成された原票の審査は、第一次的に当該事件の主管課（係）において行うも

のとする。その他の原票であって当該事件の主管課（係）において第一次審査

を行うことが適当と認められるものについても同様とする。

（原票の移送）

第９条 刑法犯に関する被疑事件について検挙等をした警察署又は警察本部等は、

次の各号に掲げる場合においては、刑法犯検挙票（第２号に掲げる場合にあっ

ては、刑法犯認知票及び刑法犯検挙票）に所要の記載を行った上、原票移送通

知書を添えて、これを速やかに、それぞれ当該各号に定める警察署に移送しな

ければならない。

(1) 当該事件の刑法犯認知票が作成されている場合（当該事件の刑法犯認知票

を作成した警察署が当該事件について検挙等をした場合を除く。）当該事件

の刑法犯認知票を作成した警察署

(2) 当該事件の刑法犯認知票が作成されていない場合（当該事件の発生地を管

轄する警察署が当該事件について検挙等をした場合を除く。）当該事件の発

生地を管轄する警察署

２ 前項の規定により移送された原票を受け取った警察署は、その原票の記載内

容を点検し、これに当該警察署において記載すべき事項を記載して警察本部等

に送付するとともに、当該原票を受け取った日付及び警察本部等に送付した日

付を、移送した警察署に通報しなければならない。

３ 第１項の規定により移送された原票は、移送を受けた警察署において作成し

たものとみなす。

（原票の送付及び報告）

第10条 警察署から警察本部等への原票の送付及び警察本部等から警察庁への原

票の内容の報告は、刑事局長が定める要領によるものとする。

（原票の作成等に関する簿冊）

第11条 警察署は、原票の作成、移送及び送付に関する簿冊を備え、原票の作成、

移送及び送付の経過を明らかにしておかなければならない。

２ 警察本部等は、原票の作成、移送、収受及び処理に関する簿冊を備え、原票

の作成、移送、収受及び処理の経過を明らかにしておかなければならない。

（原票及び簿冊の保存等）



第12条 原票は、作成した年の翌年の 1 2月 3 1日まで保存しておかなければならな

い。

２ 原票の保管及び廃棄の方法については、警察本部長等の定めるところによる。

３ 原票の作成等に関する簿冊は、作成した年の翌年の１月１日から起算し、刑

法犯認知票に関するものは 1 0年間、その他のものは１年間保存しておかなけれ

ばならない。

（警察庁における処理）

第13条 警察庁は、電子計算組織に記録された原票の内容に基づき、都道府県警

察の定例的利用に供する犯罪統計資料を作成し、各都道府県警察に送付するも

のとする。

２ 警察庁は、前項に定めるもののほか、原票の各調査項目を十分活用して犯罪

統計資料を作成し、関係都道府県警察に送付するよう努めるものとする。

３ 警察庁は、警察本部等から前２項に規定するもの以外の犯罪統計資料の作成

について依頼を受けた場合は、電子計算組織の定例的な業務に支障のない限り、

これに協力するものとする。この場合において、業務の効率的運用上必要があ

ると認めるときは、依頼の趣旨に反しない限度において、当該犯罪統計資料の

様式を変更することができる。

（犯罪統計調査票による調査）

第14条 犯罪統計調査票（以下「調査票」という。）の作成については、刑事局

長が定める様式、調査の方法、調査票の送付及び報告の要領その他調査の実施

に関して必要な事項をその都度具体的に指示するところにより行うものとする。

２ 調査票による調査は、調査期間若しくは調査地域を限定し、又は標本調査の

方法を用いることによって、できる限り調査方法の簡素化に努めるものとする。

３ 第８条、第 1 1条、第 1 2条及び前条第２項の規定は、調査票による調査につい

て準用する。

（犯罪統計作成の特例）

第15条 原票及び調査票に基づかないで犯罪統計を作成する場合は、次のとおり

とする。

(1) 原票及び調査票以外の内容で電子計算組織に記録されている資料を利用す

る場合

(2) 刑事局長が指示又は承認した報告様式により集計する場合

（犯罪統計資料の記録及び保存）

第16条 警察庁及び警察本部等は、犯罪統計の年次的記録に努め、少なくとも毎

年の都道府県別（警察本部等にあっては警察署別）及び罪種別の認知件数、検

挙件数及び検挙人員に関する資料は、文書（マイクロフィルムを含む。）とし



て記録の上、永久に保存しなければならない。

（委任）

第17条 この訓令に定めるもののほか、犯罪統計の作成及び利用に関して必要な

細部的事項は、刑事局長が定める。

附 則

（施行期日）

１ この訓令は、昭和 4 7年１月１日から施行する。

（経過規定）

２ この訓令施行の際、この訓令による改正前の犯罪統計細則に基づく報告がな

されていない昭和 4 6年の犯罪統計の報告については、なお従前の例による。

３ ひき逃げ・あて逃げ事件検挙票に基づく統計調査については、当分の間、刑

事局長の定める要領により行う。

附 則（昭和 4 7年警察庁訓令第５号）

この訓令は、昭和4 7年５月 1 4日から施行する。

附 則（昭和 5 3年警察庁訓令第４号）

この訓令は、昭和 5 4年１月１日から施行する。

附 則（昭和 6 3年警察庁訓令第９号）

この訓令は、昭和 6 4年１月１日から施行する。

附 則（平成２年警察庁訓令第７号）

この訓令は、平成３年１月１日から施行する。

附 則（平成４年警察庁訓令第 1 5号）

この訓令は、平成５年１月１日から施行する。

附 則（平成７年警察庁訓令第８号）

この訓令は、平成８年１月１日から施行する。

附 則（平成 1 2年警察庁訓令第９号）

この訓令は、平成 1 3年１月１日から施行する。

附 則（平成1 3年警察庁訓令第1 6号）

この訓令は、平成 1 4年１月１日から施行する。

附 則（平成 1 4年警察庁訓令第９号）

この訓令は、平成 1 5年１月１日から施行する。


